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第１章 計画策定の背景、目的及び位置づけ 

 

１ 背景 

大里広域市町村圏組合（以下「本組合」という。）は、熊谷市、深谷市及び寄居町（以

下「構成市町」という。）で構成される一部事務組合であり、ごみ焼却施設の管理運営、

不燃物処理場の建設及び管理運営、介護保険に関する事務を共同処理しています。 

我が国では、高度成長期以降に集中的に整備されたインフラが今後一斉に老朽化しま

す。一方で、人口減少やそれに伴う経済成長の鈍化によって、構成市町では税収等が減

少していくことが予想されており、いかにして良質なインフラを次世代へ引き継いでい

くのかが課題となっています。 

こうした中、本組合は、庁舎施設及び廃棄物処理施設を所有していますが、本組合の

事業運営に係る財源は主に構成市町からの負担金によって賄われているため、これらの

施設の維持管理、更新等を計画的に進めながら、財政負担の軽減・平準化及び公共施設

の最適配置を図る必要があります。 

構成市町は、昭和47年４月の組合設立から、市民町民が快適で安心な暮らしを営んで

いくため、市町の枠を超えて連携してきましたが、ごみ焼却施設の建設に関して構成市

町の目指す方向性が異なったことを発端とし、ごみ焼却施設の建設に関しては構成市町

へ承継されることとなり、また、本組合についても構成市町の合意のもと円満かつ発展

的に解散することとなりました。 

このような状況を踏まえ、当初計画の第１期計画期間終了に伴い、本計画の見直しを

行い、改定することとなったものです。 

 

２ 目的及び対象施設 

本計画は、本組合が所有する全ての公共施設について、施設の現状や将来の見通し  

を踏まえて、公共施設の管理に関する基本的な考え方を定めることを目的とします。 

 

⑴ 対象施設 

   
 

⑵ 位置図 
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３ 計画の位置づけ 

本計画は、国が策定した「インフラ長寿命化基本計画（インフラ老朽化対策の推進に 

関する関係省庁連絡会議.平成25年11月）」に基づく、地方公共団体等の行動計画に位置づ 

けられます。 

また、平成30年２月27日に総務省から示された「公共施設等総合管理計画の策定にあた 

っての指針の改訂について」を踏まえ、本組合の各施設担当課（大里広域市町村圏組合 

公共施設アセットマネジメント推進会議各施設部門）が策定する個別施設計画に対して基 

本的な方針を示すものです。なお、本組合では令和２年度までに全ての施設の個別施設 

計画の策定が完了しており、その内容を踏まえた計画となっています。1 

▪ 本計画の位置づけ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               ※注
2
 

 

 

４ 計画期間 

計画期間については、2021年度（令和３年度）を始期としています。終期は、ごみ焼却

施設の管理運営に関すること並びに不燃物処理場の建設及び管理運営に関することを令和

14年４月１日に構成市町へ承継し、本組合は解散することとなっていることから、2031年

度（令和13年度）を計画の終期とします。 

  
 

  

 
1 個別施設計画として、ごみ処理施設長寿命化計画（平成 23 年 3 月、廃棄物処理施設部門）、曙町事務所個別施設計

画（令和 2 年 12 月、庁舎施設部門）及びごみ処理施設整備基本構想（令和 4 年 2 月、廃棄物処理施設部門）を策

定しています。 
2 本組合の事業運営に係る財源は、主に構成市町からの負担金によって賄われています。また、本組合の各介護保険

事務所は、構成市町が管理する施設に設置されていることなどから、構成市町が策定する公共施設等総合管理計画

等と一定の整合を図る必要があります。 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

（R3） （R4） （R5） （R6） （R7） （R8） （R9） （R10） （R11） （R12） （R13）

計画

始期
計画の

見直し

計画

終期

計画期間　　2021年度（令和３年）　～　2031年度（令和13年度）
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第２章 現状及び課題に関する基本認識 

 

１ 施設の現状 

⑴ 施設の概要 

   本組合が所有する公共施設５施設の概要は、以下に示すとおりです。3 

 
 

⑵ 施設の現状 

  ア 庁舎施設 

   曙町事務所は、2002年（平成14年）に建設された庁舎機能を有する組合唯一の施設

です。用途は、事務所１階に介護保険課等、２階に管理者室、総務課、会議室等が設

置されています。使用目的別床面積の割合は、介護保険に関係する面積が全体の約85％

を占めており、本組合が共同処理する事務のうち、介護保険に関する事務を実施する

ことに比重を置いた施設となっています。なお、本組合の各介護保険事務所は、構成

市町が管理する施設に設置されているため、構成市町における施設の再編等の進捗に

よって、将来的に、当事務所に求められるニーズ（機能等）は変化していくことが予

想されます。こうした施設に求められるニーズの変化に適切に対応し、安定した事業

運営を図るためには、構成市町が策定する公共施設等総合管理計画等と一定の整合を

図る必要があります。 

 

  イ 廃棄物処理施設 

構成市町から搬入される一般廃棄物のうち、可燃物は、熊谷衛生センター、深谷清

掃センター及び江南清掃センターの３つのごみ焼却施設で受け入れ、焼却処理を行っ

ています。一方、不燃物は、大里広域クリーンセンターで処理し、有価物は回収再資

源化事業者による資源化、それ以外の不燃残渣等は最終処分を行っています。 

可燃物処理施設３施設は、1979年（昭和54年）から1992年（平成４年）にかけて構

成市町において建設され、2001（平成13年）に本組合に移管されました。大規模な改

修工事としては、1999年（平成11年）から2003年（平成15年）にかけて国のダイオキ

シン類削減対策に係る排ガス高度処理施設整備工事、2013年（平成25年）から2019年

（平成31年）にかけて長寿命化施設整備工事を各施設で実施しています。この長寿命

化施設整備工事によって、12年程度の施設の長寿命化を図っていますが、経過年数が

最も長い施設で建設後46年が経過しており老朽化が顕著となっています。 

 
3 経過年数は、2026 年（R8）3 月時点の経過年数です。大里広域クリーンセンターは、工場棟、管理棟、排水処理施

設、減容化棟、ストックヤード等の建築面積を示し、構造は最も大きな建物の構造を示しています。耐震基準は、

1981 年（S56）5 月 31 日以前に建築された施設を旧耐震基準の「旧」とし、1981 年（S56）6 月 1 日以降に建築され

た施設を新耐震基準の「新」として示しています。 
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不燃物処理施設の大里広域クリーンセンターは、1983年（昭和58年）に建設され、

1999年（平成11年）にペットボトル減容化施設を建設しています。2001年（平成13年）

に家電リサイクル法が施行され、指定家電品目の破砕処理がなくなったことに伴い、

施設の負担軽減が図られていますが、建設後43年が経過しており老朽化が進行してい

ます。 

 

⑶ 施設の沿革 
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２ 圏域内人口の推計 

組合圏域内では少子高齢化が進展し、人口減少社会を迎えています。国立社会保障・人

口問題研究所の推計によると、今後も圏域内の総人口は減少傾向が続くことが見込まれて

おり、2050年（令和32年）には、2020年（令和２年）と比較して約８.８万人減少（約24％

減少）します。一方、高齢者人口は増加傾向が続き、2040年（令和22年）頃をピークに減

少へ転じることが見込まれています。また、年齢三階層別人口の割合は、年少人口及び生

産年齢人口は減少傾向、高齢者人口は増加傾向にあります。今後も少子高齢化が進行し、

2050年（令和32年）には、2020年（令和２年）と比較して高齢者人口の比率が約11％増加

し、生産年齢人口の比率は約８％減少することが見込まれています。4 

 

 

 ▪ 人口の推計及び年齢三階層別人口の割合 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ ごみ排出量の実績及び予測 

  構成市町における過去10年間のごみ排出量は、2014年度（平成26年度）から2016年度（平

成28年度）まで減少傾向、その後、2018年度（平成30年度）から2023年度（令和５年度）

まで再び減少傾向となっています。 

また、2026年度（令和８年度）から2034年度（令和16年度）までの９年間のごみ排出量

の予測は、構成市町が現状の施策を継続した場合、熊谷市は5,415ｔ（7.2％）の減少、深

谷市は2,047ｔ（3.4％）の増加、寄居町は463ｔ（4.2％）の増加、合計で2,905ｔ（2.0％）

の減少が見込まれています。 

一方、構成市町においてごみの減量化及び資源化の目標値を設定し、数値目標を達成す

るための施策が実施された場合のごみ排出量の予測は、熊谷市は7,621ｔ（11.2％）の減

少、深谷市は2,223ｔ（4.3％）の減少、寄居町は357ｔ（4.0％）の減少、合計で10,201ｔ

（8.0％）の減少が見込まれています。 

 

 
4 一般に、生産年齢人口の減少は経済規模の縮小につながるとされ、構成市町における税収等の減少が予想されます。 
5 2020年（R2）の数値は国勢調査による実績値です。また、年少人口は15歳未満人口、生産年齢人口は15歳以上65歳

未満、高齢者人口は65歳以上の人口のことです。 

368,057 
 

356,864 
 

343,751 
 

328,924 
 

312,680 
 

295,881 
 

279,498 
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 ▪ ごみ排出量の推移 6 

 

 

▪ ごみ排出量の予測 7 

 
 

6 環境省「一般廃棄物処理実態調査」（各年度実績）抜粋加工 
7 大里広域市町村圏組合一般廃棄物（ごみ）処理基本計画（令和2年3月） 

149,835 
154,338 

146,961 148,476 149,529 148,406 
142,281 140,019 

134,700 

152,053 

147,036 146,422 147,122 
145,797 145,806 146,120 144,984 144,131 144,564 
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４ 財政状況 

⑴ 組合の歳入 

本組合の一般会計の歳入は、全体の約85％が依存財源となっています。そのうち構成

市町からの負担金が占める割合は、全体の約77％ともっとも高くなっています。もとよ

り、本組合は、構成市町の事務の一部を共同処理する一部事務組合であるため、組合の

財政運営は、構成市町の財政状況によって大きく左右される状況にあります。 

  

128,220 124,946 126,886 
121,934 122,810 123,888 

120,440 118,019 119,235 
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 ▪ 一般会計歳入状況（過去１０年間の決算額） 

 

 

 

 

 

⑵ 構成市町の財政状況 

構成市町においては、予算規模は拡大傾向にあります。 

また、少子高齢化の進展に伴って社会保障制度の支え手である現役世代に対する受給

世代の比率が高まることにより、社会保障関連経費等の義務的経費の割合の増加が予想

される一方で、普通建設事業費等の投資的経費の財源確保の必要性が増すことが予想さ

れます。8  

    

  

 
8 熊谷市公共施設等総合管理計画（令和8年3月改定）、深谷市公共施設等総合管理計画（平成28年3月）、寄居町公共施

設等総合管理計画（令和5年3月改定） 
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 ▪ 過去１０年間の構成市町の財政状況 9  

  

  

 

 

 

 

 
9 埼玉県企画財政部市町村課「県内市町村の財政状況資料集（普通会計の状況）」（各年度）等抜粋加工 
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５ 将来更新費用の見通し 

当初計画では、本組合が所有しているすべての施設を更新した場合の費用及び実施時期 

の試算を記載しておりましたが、可燃物処理施設については、構成市町に承継されること 

となり、また、不燃物処理施設等についても、今後、本組合で共同処理する事務から構成 

市町へ承継されることになりました。 

このため、本組合としては、可燃物処理施設等の安定的な稼働を継続していくために各 

年度に発生する費用を管理していくこととなりました。 

  

 

６ 現状及び課題に関する基本認識 

本組合が所有する公共施設の現状、圏域内人口の推計、ごみの排出量、財政状況及び

将来更新費用の見通しを踏まえて、今後の公共施設の維持管理等に関する課題を以下の

とおり整理します。 

 

⑴ 公共施設の老朽化への対応 

建設後40年を経過している施設が３施設、30年を経過している施設が２施設、20年

を経過している施設が２施設となっています。廃棄物処理施設の老朽化が著しい中、

施設の安定的な稼働を継続していく必要があります。また、曙町事務所は庁舎機能を

有する組合唯一の施設であり、安定した公共サービスを提供し続けるために、施設の

計画的な維持管理を行う必要があります。 

  

⑵ 人口減少、少子高齢化、ごみ排出量の減少への対応 

   今後も組合圏域内の総人口は減少傾向にあります。2050年（令和32年）には約27万

９千人まで減少し、2020年（令和２年）と比べて約８万８千人（約24％）減少するこ

とが予想されています。 

なお、年齢三階層別人口の割合は、年少人口及び生産年齢人口は減少傾向、高齢者

人口は増加傾向にあります。2050年（令和32年）の高齢者人口の比率は約41％になる

ことが予想されています。 

また、ごみ排出量は、2034年（令和16年）には118,019ｔまで減少し、2026年（令和 

８年）と比べて10,201ｔ（８％）減少することが予想されています。10 

このため、圏域内の人口及びごみ排出量の減少傾向に注意を払いながらも、災害時

等に突発的に大量発生する廃棄物の処理にも対応できるよう、施設の適切な維持管理

を継続していく必要があります。 

 

 ⑶ 維持管理に係る費用の縮減への対応 

廃棄物処理施設の維持管理には、今後も多くの費用発生が予想されます。 

他方、本組合一般会計における歳入は、全体の約85％が依存財源となっており、この

うち構成市町からの負担金が占める割合は、約77％と最も高くなっています。なお、構

成市町では社会保障関連経費等の増加が見込まれ、財政運営には厳しさが増すことが予

想されています。 

このため、維持管理に係る費用の縮減に当たっては、予防保全の考え方を取り入れ、

計画的な点検・修繕を行うことによって、ライフサイクルコスト（ＬＣＣ）の縮減を図

っていく必要があります。 

また、自主財源の確保として、利用者負担についても検討していく必要があります。 

 

 

 

 

 
10 構成市町においてごみの減量化及び資源化の目標値を設定し、数値目標を達成するための施策が実施された場合の

予測値〔大里広域市町村圏組合一般廃棄物（ごみ）処理基本計画〕（令和 2 年 3 月） 
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第３章 公共施設等の管理に関する基本的な考え方 

 

１ 基本方針 

現状及び課題に関する基本認識を踏まえて、今後の公共施設等の管理に関する基本方

針を以下のとおり定めます。 

 

◆ 計画的に老朽化対策を実施し、施設の安全・機能を維持します。 

施設は、老朽化が進むにつれて、性能が徐々に低下します。適切な時期に必要な改修 

等を実施しなければ、予期せぬ事故等の発生や、必要な時に機能を発揮できないといっ 

た安全と機能の両方で様々な不具合が発生します。そのような事態を避け、安定した公 

共サービスを提供し続けるために、計画的に老朽化対策を実施し、施設の安全と機能を 

維持します。 

  

 ◆ 施設の長寿命化及びライフサイクルコスト縮減を図ります。 

構成市町の費用負担の軽減を図りながら、公共施設の維持管理に必要な財源を確保す 

るため、基金の活用、廃棄物処理施設で発生する熱エネルギー及び有価物の有効活用、 

利用者負担（手数料等）の適正化について検討を進めます。また、施設のライフサイク 

ルに必要な経費の縮減を図るため、予防保全の考え方を取り入れた施設管理を行い施設 

の長寿命化を図ります。 

 

２ 実施方針 

※ 当初計画では、「耐震化の基本方針」、「統合、廃止等の推進方針」及び「ＰＰＰ/ＰＦ 

Ｉの活用方針」についても記載していましたが、可燃物処理施設の建築については構成市 

町に承継されることとなり、また、不燃物処理施設等についても、今後、本組合で共同処 

理する事務から構成市町へ承継されることになったことから、更新に関係するこれらの方 

針を削除しています。 

 

⑴ 点検、診断等の実施方針 

ア 施設の定期的な点検を行い、劣化状況を把握するとともに、適正な施設管理を進め 

 ます。 

 

イ 施設の点検により得られた劣化状況や修繕、更新履歴等を蓄積し、今後の老朽化対 

 策や計画の見直し等に活用します。 

 

 ⑵ 維持管理の実施方針 

  ア 施設の点検結果を踏まえた個別施設計画を作成し、計画的な維持管理、修繕を実施

します。 

 

イ 維持管理等に係る費用については、基金11 を活用し、構成市町の負担軽減を図りま

す。 

 

ウ 廃棄物処理施設で発生する熱エネルギー及び有価物の有効利用を図ります。 

 

エ 施設のコスト状況を検証し、利用者負担（手数料等）の適正化について検討を進め

ます。 

 

 ⑶ 安全確保の実施方針 

  ア 施設の点検等により、倒壊等の危険性が高いことが確認された場合は、安全の確保 

 
11 基金は、不燃物処理施設建設基金とごみ処理施設整備基金があります。前者は不燃物処理施設の建設を目的に、後

者はごみ処理施設及び不燃物処理施設の大規模修繕等を目的に設置されています。 
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を最優先とし、一時的な供用停止、応急措置、改修、解体等を速やかに実施します。 

 

  イ 今後、施設の役割を終えて、利用しない施設が発生した場合は、周辺施設や住環境 

に及ぼす影響、住民の安心・安全に配慮し、可能な限り早期に除却します。 

 

 ⑷ 長寿命化及びライフサイクルコスト縮減の実施方針 

ア 施設の点検結果を踏まえた個別施設計画を作成し、可能な限り長く施設を利用でき 

るよう計画的に修繕、改修等を実施し施設の長寿命化を図ります。 

 

  イ 全ての施設を予防保全によって管理することは財政的に困難であるため、施設の点 

検結果等から修繕等の優先順位を附けて、予防保全と事後保全を組み合わせながら各 

施設の特性に適した保全を実施し、ライフサイクルコストの縮減を図ります。 

 

 ⑸ ユニバーサルデザイン化の推進方針 

施設の維持管理、更新等を実施する際は、ユニバ―サルデザイン 2020 行動計画12 に

おけるユニバーサルデザインの街づくりの考え方を踏まえて、誰もが安全で快適に施設

を利用できるよう、バリアフリー水準の向上を図ります。 

 

⑹ 公共施設の総合的かつ計画的な管理を実現するための体制構築の方針 

  ア 本計画の進捗管理を適正に実施し、庁内の取組体制を構築するとともに、構成市町 

との情報共有及び連絡調整を図り、将来に亘り安定した行政サービスが提供できる体 

制を構築します。 

 

  イ 公共施設等に関する情報を効率的に管理できる仕組みを構築するとともに、公会計 

の財務諸表と連携を図りながら計画を推進します。 

 

  ウ 職員一人ひとりが経営的な視点を持ち、本組合が所有する公共施設等の全体最適化 

を意識しながら施設の維持管理ができるよう、組織の横断的な取組体制を構築します。 

 

３ 施設類型ごとの管理に関する基本的な方針 

  施設類型別の公共施設の管理に関する基本的な方針を以下のとおり定めます。 

   

 

 

 
12 ユニバーサルデザイン 2020 行動計画（平成 29 年 2 月 20 日ユニバーサルデザイン 2020 関係閣僚会議決定） 

施設名称 施設類型別の基本方針

 曙町事務所  ・施設の計画的な修繕、改修等を実施し、長寿命化を図ります。

 熊谷衛生センター

 深谷清掃センター

 江南清掃センター

不燃物
処理施設

 大里広域
 クリーンセンター

 ・施設の計画的な修繕、改修等を実施し、長寿命化を図ります。

施設類型

庁舎施設

廃棄物
処理施設

可燃物
処理施設

 ・施設の計画的な修繕、改修等を実施し、長寿命化を図ります。



13 
 

第４章 全庁的な取組体制の構築及び情報管理・共有方策 

 

１ 取組体制の構築 

⑴ 大里広域市町村圏組合公共施設アセットマネジメント推進会議の設置 

本計画の進捗管理に当たり、大里広域市町村圏組合公共施設アセットマネジメント推

進会議（以下「推進会議」という。）を設置し、総合的かつ計画的に管理します。 

 

⑵ 施設部門の設置及び個別施設計画の策定 

推進会議に庁舎施設部門及び廃棄物処理施設部門を設置します。また、各施設部門は、

所管する施設の個別施設計画を策定し、進捗を管理します。 

 

  ▪ 組織体制図 

 
２ 住民への情報提供 

住民と情報を共有するために、本組合ホームページ等を活用して、公共施設に関する情

報の発信に努めます。 

 

３ 計画のフォローアップ 

本計画の推進を図るため、ＰＤＣＡサイクルを実施します。 

  ▪ フォローアップのイメージ 
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